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はじめに 

 

近年、コンピュータや通信技術などの情報化分野で急速な技術革新を背景に、建設

産業でもこれらの情報通信技術を活用し、合理的な建設生産システムの導入・普及の

促進により、労働集約型産業から知識・技術集約的産業へ、そしてより魅力的な産業

へと変革していくことが期待されている。 

 国土交通省では、このような背景の下、情報通信技術を建設施工に適用し多様な情

報の活用を図ることにより、施工の合理化を図る建設生産システムである情報化施工

について、その普及を図るため産学官で構成される情報化施工推進会議を設置し、平

成 20 年７月には情報化施工推進戦略を策定し普及推進を図るとともに、普及に向けた

課題に取り組んでいるところである。 

 情報化施工は、情報通信技術の適用により高効率・高精度な施工を実現するもので

あり、工事施工中においては、施工管理データの連続的な取得を可能とするものであ

る。そのため、施工管理においては従来よりも多くの点で品質管理が可能となり、こ

れまで以上の品質確保が期待される。 

施工者においては、実施する施工管理にあっては、施工管理データの取得によりト

レーサビリティが確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略化・書類の

作成に係る負荷の軽減等が可能となる。また、発注者においては、従来の監督職員に

よる現場確認が施工管理データの数値チェック等で代替可能となるほか、検査職員に

よる出来形・品質管理の規格値等の確認についても数値の自動チェックが今後可能と

なるなどの効果が期待される。 

本要領は、ＴＳを用いた出来形管理技術が河川土工に適用され、施工管理が行われ

る場合の監督・検査に必要な事項について、とりまとめたものである。 

ＴＳを用いた出来形管理技術は、従来の水糸・巻尺・レベル等を用いた高さ・幅等

の出来形計測を、施工管理データを搭載したＴＳを用いた出来形計測とし、データを

ソフトウェアにより一元管理して、一連の出来形管理作業（工事測量、設計データ・

図面作成、出来形管理、出来形管理資料作成等）に活用することで、作業の自動化・

効率化が図られるものである。 

本要領を用いた監督・検査の実施にあたっては、本要領の主旨、記載内容をよく理

解するとともに、実際の監督・検査にあたっては、「工事施工前における使用機器の

精度の確認」、「既済部分検査及び完了検査実施時における出来形管理・品質の確認」

を実施し、適切な管理の下での施工管理データの取得及びトレーサビリティの確保、

並びに規格値を満足した施工管理データの取得を行うものとする。 

今後、現場のニーズや本技術の目的に対し、更なる機能の開発等技術的発展が期待

され、その場合、本要領についても開発された機能・仕様に合わせて改訂を行うこと

としている。 

なお、本要領は、施工者が行う施工管理に関する要領と併せて作成しており、施工

管理については、ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）を参照していただきたい。 
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TS を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川土工編） 

 

1. 目 的 

 本要領は、TS を用いた出来形管理に係わる監督・検査業務に必要な事項を定め、

監督・検査業務の適切な実施や更なる効率化に資することを目的とする。 

 また、受注者に対しても、施工管理の各段階（工事測量、基本設計データの作成、

施工中の出来形確認、施工後の出来形確認、出来形管理帳票の作成）で、より作業

の確実性や自動化・省力化が図られるように、出来形管理が効率的かつ正確に実施

されるための適応範囲や具体的な実施方法、留意点等を示したものである。 

 

2. TS 活用のメリット  

ＴＳを活用することによるメリットは、現状においては出来形計測を中心としたメ

リットとなるが、今後、取得したデータの利活用による維持管理の効率化等、様々な

メリットが期待される。（別添参考資料－４参照） 

今回、TS の出来形計測の機能を踏まえた「TS を用いた出来形管理の監督・検査

要領」策定による発注者における主なメリットは、以下のとおりである。 

 

2-1 工事目的物の品質確保 

1）二次元データから基本設計データを作成するため、図面の照査が確実 

・詳細については、「5－4 基本設計データチェックシートの確認」を参照。 

2）TS による出来形計測は連続データとなるため、出来形が確実で確認が容易 

・詳細（監督職員対応）については、「5－5 出来形管理状況の把握」を参照。 

・詳細（検査職員対応）については、「6－1 出来形計測に係わる書面検査」を参

照。 

3）管理断面における変化点を全て計測することによる品質確保 

・詳細については、「7－1 出来形管理基準及び規格値」を参照。 

4）出来形計測結果を用いた図面の作成による品質確保 

・出来形管理に用いたデータから図面を作成するため、設計変更内容が確実に反

映され、再利用性の高い完成図が納品される。 

 

2-2 業務の効率化 

    1）基本設計データの作成による図面の照査が効率化 

       ・詳細については、「５－４ 基本設計データチェックシートの確認」を参照。 

    2）実地検査における検査頻度を大幅に削減（計測データが連続データのため） 

       ・詳細については、「６－２ 出来形計測に係わる実地検査」を参照。 

    3）写真管理基準の効率化が可能 

    ・詳細については、「７－２ 品質管理及び出来形管理写真基準」を参照。 
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3. 要領の対象範囲 

 本要領の対象範囲は、施工管理データ（基本設計データ及び出来形計測データ）

を搭載した TS を用いた河川土工における出来形管理を対象とする。ここで TS とは、

「出来形管理用トータルステーション機能要求仕様書」※に規定する機能及び性能を

有した出来形管理用 TS のことである。 

   ※ 国土交通省 国土技術政策総合研究所より公開 

 

 

4. 用語の説明 

用語の説明の内容は、参考資料－３に示す。 
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5. 監督職員の実施項目 

 本要領を適用した出来形管理用 TS による出来形管理についての監督職員の実施項

目は、以下の項目とする。 

 

②基準点の指示
・基準点の指示

③工事基準点設置状況の把握
・工事基準点の測量成果及び設置状況の把握

④基本設計データチェックシートの確認
・基本設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを、基本設計

データチェックシートにより確認

施工計画書

（施 工）

出来形計測

出来形帳票作成等

①施工計画書の受理・記載事項の確認
・適用工種、出来形計測箇所、出来形管理基準・規格値・出来形管理写真基準等
・使用機器・ソフトウェアについて施工計画書の記載及び添付資料等により確認

⑤出来形管理状況の把握
・計測状況の把握

（通常工事の監督業務）

受注者のTSによる
出来形管理作業フロー

監督職員の実施項目

① 工事測量
② 工事基準点設置
③ 設計照査

準備工

基本設計データ入力

工事測量による修正

 

図－ １ 監督職員の実施項目 

 

＜本施工前及び工事施工中＞ 

5-1 施工計画書の受理・記載事項の確認 

受注者から提出された施工計画書の記載内容及び添付資料をもとに、下記の事項

について確認を行う。 

1）適用工種の確認 

TS による出来形管理を実施する工種について表－1 の適用工種に該当してい 

ることを確認する。 

表－ １ 適用工種  

編 章 節 工種 

共通編 土工 
河川・海岸・

砂防土工 

掘 削 工 

盛 土 工 

 

2）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準等の確認 

本要領の「7．管理基準及び規格値等」の表－4、表－5 に基づき記載されてい

ることを確認する。 
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3）使用機器・ソフトウェアの確認 

出来形管理に使用する出来形管理用 TS 及び使用するソフトウェアについては、

下記の項目および方法で確認する。 

①出来形管理用 TS 本体 

出来形管理用TSのハードウェアとして有する計測精度が国土地理院認定3級と

同等以上の計測性能を有し、適正な精度管理が行われている機器であること。 

 

国土地理院 

認定 3級以上 

公称測定精度：±（５mm＋５ppm×Ｄ）※1 

最小目盛値：20”以下  

※1：D は計測距離（m）,ppm は 10-6 

 

計測性能 国土地理院３級以上の認定品であることを示すメーカーカタ

ログあるいは機器仕様書。※２ 

精度管理 検定機関が発行する有効な検定証明書あるいは測量機器メー

カー等が発行する有効な校正証明書 
※２：国土地理院において測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する

検定証明書、及びこれに準ずる日本測量機器工業会規格ＪＳＩＭＡ１０１／１０２によ

る適合区分 B 以上であることを証明する検査成績書等により、国土地理院が定める測量

機器分類の３級以上であることが明記されている場合は３級と同等以上と見なすことが

できる。（この場合、国土地理院による登録は不要） 

 

②使用するソフトウェア 

出来形管理用 TS で利用するソフトウェアが「出来形管理用トータルステー

ション機能要求仕様書」に規定した機能を有するものであること。 

 

基本設計データ作成ソフトウェア 

メーカーカタログあるいは 

ソフトウェア仕様書 
出来形管理用 TS ソフトウェア 

帳票作成ソフトウェア 

 

＜添付資料の参考例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ メーカーカタログあるいは仕様書 

 

★TSを用いた出来形管理★ 

現場作業の効率化！ 

帳票作成の自動化! 

出来形管理用ＴＳソフトウェア株式会社 

国土交通省「施工管理データを搭載した 

トータルステーションによる出来形管理要

領（案）」に対応しています。 

TSの型式 Ａ機種 B機種

計測精度

水平角度 10”

鉛直角度 10”

公称測定精度 ±（5mm＋5ｐｐｍ×D） ±（5mm＋5ｐｐｍ×D）

防塵仕様 ・・・ ・・・

形状 ・・・ ・・・

・・・・ ・・・ ・・・

規格 国土地理院 ３級 国土地理院 ３級

備考

メーカカタログあるいは仕様書
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5-2 基準点の指示 

監督職員は、工事に使用する基準点を受注者に指示する。基準点は、4 級基準点

及び 3 級水準点（山間部では 4 級水準点を用いても良い）、若しくはこれと同等以

上のものは国土地理院が管理していなくても基準点として扱う。 

 

5-3 工事基準点設置状況の把握 

監督職員は、受注者から工事基準点に関する測量成果を受理した段階で、工事

基準点が、指示した基準点をもとにして設置したものであること、また、精度管理

が適正に行われていることを把握する。 

 

5-4 基本設計データチェックシートの確認 

     監督職員は、基本設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを、

受注者が確認した「基本設計データチェックシート」により確認する。 

なお、必要に応じて、基本設計データと設計図書との照合のために、根拠資料

（工事基準点リスト、線形計算書、平面図、縦断図、横断図）の提出を求めること

ができる。 

また、根拠資料は基本設計データを用いて作成したＣＡＤ図面と、設計図書を

重ね合わせた資料等、わかりやすい資料に替えることができる。 

（別添参考資料－2参照） 

 

5-5 出来形管理状況の把握 

監督職員は、出来形管理 TS を用いた出来形計測時に、現場での機器設置や計測

が適正に行われていることを把握する。把握程度は、1 工事 1 回とする。 

 

6. 検査職員の実施項目 

本要領を適用した出来形管理箇所における出来形検査の実施項目は、当面の間、下

記に示すとおりである。 

 

＜工事検査時＞ 

6-1 出来形計測に係わる書面検査 

 

1）出来形管理用 TS に係わる施工計画書の記載内容 

施工計画書に記載された出来形管理方法について、監督職員が実施した「施

工計画書の受理・記載事項の確認結果」を工事打合せ簿で確認する。 

（施工計画書に記載すべき具体的な事項については、本要領 5－1 施工計画書の

受理・記載事項の確認項目を参照） 

 

2）出来形管理用 TS に係わる工事基準点の測量結果等 

出来形管理に利用する工事基準点について、受注者から測量結果が提出されて

いることを、工事打合せ簿で確認する。 
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3）基本設計データチェックシートの確認 

基本設計データが設計図書（工事測量の結果、修正が必要な場合は修正後の

データ）を基に正しく作成されていることを受注者が確認した「基本設計デー

タチェックシート」が、提出されていることを工事打合せ簿で確認する。 

 

4）出来形管理用 TS に係わる「出来形管理図表」の確認 

出来形管理図表について、出来形管理基準に定められた測定項目、測定頻度

並びに規格値を満足しているか否かを確認する。 

 

      5）品質管理及び出来形管理写真の確認 

  「7-2 品質管理及び出来形管理写真基準」に基づいて撮影されていることを確   

認する。 

 

      6）電子成果品の確認 

施工管理データ（XML ファイル）が、「工事完成図書の電子納品等要領」で定

める「OTHRS」フォルダに格納されていることを確認する。 

 

表－ ２ 作成帳票例（出来形管理図表） 

様式－３１

工　種

種　別 測定者 印

測定項目 測定項目 測定項目

規 格 値 規 格 値 規 格 値

測点又は区別

設計値
m

実測値
m

差
mm 測点又は区別

設計値
m

実測値
m

差
mm 測点又は区別

設計値
m

実測値
m

差
mm

No.1 100.000 100.002 2 No.11 100.000 100.011 11
平 均 値 100.000 100.001 1 No.2 100.000 100.005 5 No.12 100.000 100.008 8
最 大 値 100.000 100.022 22 No.3 100.000 100.012 12 No.13 100.000 99.975 -25
最 小 値 100.000 99.975 -25 No.4 100.000 100.021 21 No.14 100.000 99.987 -13
最 多 値 100.000 100.005 5 No.5 100.000 99.994 -6
データ数 n=14 No.6 100.000 100.001 1
標準偏差 m±13.47 No.7 100.000 99.980 -20

No.8 100.000 99.995 -5
No.9 100.000 100.005 5
No.10 100.000 100.022 22

出　来　形　管　理　図　表

盛土工

山田 太郎

略　　　　　　　図

±50 mm ±50 mm ±50 mm

基準高H1 基準高H1 基準高H1

測

点

設
計
値
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の
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o
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o
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o
.1
3

N
o
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4

H1 H2
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S1 S2

50

30

-10

-30

-50

50% 80%

規格値

規格値

設計値

 

 

 

 

 

 



 

 - 7 - 

 

6-2 出来形計測に係わる実地検査 

 

検査職員は、施工管理データが搭載された出来形管理用 TS を用いて、現地で自ら

が指定した管理断面の出来形計測を行い、規格値内であるかを検査する。 

 

 

図－３ 出来形計測状況及び現場確認画面例 

   

検査頻度は表－3 のとおりとする。 

 

表－３ 検査頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 種 計測箇所 確認内容 検査頻度 

河川土工 

「7-1 出来形管理

基準及び規格値」

による 

出来形管理図表の 

実測値との比較 

1 工事につき 1管理断面 

(検査職員が指定する管理断面) 
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7. 管理基準及び規格値等 

 

7-1 出来形管理基準及び規格値 

出来形管理基準及び規格値は表－4 のとおりとし、測定値はすべて規格値を満足

しなくてはならない。 
 

  表－４ 出来形管理基準及び規格値 

 

7-2 品質管理及び出来形管理写真基準 

本要領に基づく出来形管理における撮影項目、撮影頻度及び提出頻度は、表－5 

のとおりとする。出来形管理以外の施工状況及び品質管理等に係わる工事写真の撮

影管理項目については、別途「写真管理基準（案）」（国土交通省各地方整備局）

によるものとする。 

表－５ 出来形管理写真撮影箇所一覧表 

 

  ※斜体文字は、ＴＳによる出来形管理の適用で、「写真管理基準(案)」 

（国土交通省各地方整備局）より変更となる部分 

工種 測定項目 規格値(㎜) 測定基準 測定箇所 

掘削工 

基準高 ▽ ±50 

設計図書の測点毎。 

基準高は掘削部の両端で
測定。 ℓℓ

 

法 

長 

ℓ＜5m -200 

ℓ≧5m 法長-4％ 

  

盛土工 

基準高 ▽ -50 

設計図書の測点毎。 
基準高は各法肩で測定。 

W1

W2

ℓ
ℓ

ℓ

W1

W2

ℓ
ℓ

ℓ

 

法 

長 

ℓ＜5m -100 

ℓ≧5m 法長-2％ 

幅 W1、W2 -100 

 

工種 
写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

 

掘削工 
土質等の判別 地質が変わる毎に１回[掘削中] 代表箇所 

各１枚 法長 １工事に１回[掘削後] 

 

 

盛土工 

巻出し厚 200ｍに１回[巻出し時] 

代表箇所 

各１枚 
締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１回[締固め時] 

法長 
幅 

１工事に１回[施工後] 

 



 

 - 9 - 

なお、撮影の留意点としては、以下の項目がある。 

 

① 出来形管理状況の写真は、TS の設置状況と出来形計測対象点上のプリズム設

置状況が分かるものとし、特にプリズムについては、計測箇所上に正しく設置

されていることが分かるように撮影すること。（遠景、近景等の工夫により撮

影） 

② 被写体として写しこむ小黒板については、工事名・工種等・TS 設置位置及び

出来形計測点（測点・箇所）を記述し、設計寸法・実測寸法・略図については

省略してよい。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図－４ 写真撮影例 
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参考資料－１  通常工事と「TSを用いた出来形管理」の監督・検査の相違点比較一覧 

【監督関係】

項目 通常工事における監督・検査基準等 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領 備　　考

１．施工計画書の受理

要領 5－１ 施工計画書の受理・記載事項の確認
　① 適用工種の確認
　② 計測箇所、出来形管理基準及び規格値、出来形管理写真基準等の確認
　③ 使用機器・ソフトウエアの確認

・TSを用いた出来形管理に関する記載事項
を確認する。

要領 5－4 基本設計データチェックシートの確認
① 基本設計データチェックシートの確認

・基本設計データが設計図書を基に正しく作
成されていることを、受注者が確認した「基本
設計データチェックシート」により確認する。必
要により、根拠資料等の提出を求めることが
できる。

要領 5－5 出来形管理状況の把握
①ＴＳによる計測状況の把握（把握程度は、1工事1回）

・出来形管理図の元データであるＴＳの計測
データが現地で正確に取得されているか立
会により把握する。

【検査関係】

項目 通常工事における監督・検査基準等 ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領 備　　考

要領 6－1－3)　基本設計データチェックシートの確認
・ 「基本設計データチェックシート」が提出され、監督職員が確認していることを、
工事打合せ簿により確認

・ＴＳを用いた出来形管理では、監督職員に
よる基本設計データチェックシートの確認を工
事打合せ簿で確認する。

要領 6－1－6)　電子成果品の確認
・施工管理データ（XMLファイル）が、「工事完成図書の電子納品等要領」で定め
る「OTHRS」フォルダに格納されていることを確認

・施工管理データとは、「基本設計データ」及
び「出来形計測データ」のことをいう。

品質管理・出来形管理写真管理基準 要領7－2　品質管理及び出来形管理写真基準 ・TSによる出来形の計測データは、データが
連続的相関を持ったデータであることから、
最小限の確認を行うことで精度検証が可能
なため、写真管理箇所を低減している。

２．実施検査

地方整備局土木工事検査技術基準（案）別表第2出来形寸法検査基準
・ メジャー等により実測による確認

要領 6－2　実地検査
・ TSによる計測により確認

・TSによる出来形の計測データは、データが
連続的相関を持ったデータであることから、
最小限の確認を行うことで精度検証が可能
なため、TSによる検査密度を低減している。

2．監督職員の確認事項

１． 出来形管理に関わる
　　資料検査

撮影項目 撮影頻度　［時期］ 提出頻度

土質等の判別 地質が変わる毎に１回　〔掘削中〕

法長 200ｍ又は１施工箇所に１回　〔掘削後〕

巻出し厚 200ｍに１回　〔巻出し時〕

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１回　〔締固め時〕

法長

幅

工種

掘削工

盛土工

写真管理項目

代表箇所
各１枚

代表箇所
各１枚

200ｍ又は１施工箇所に１回　〔施工後〕

撮影項目 撮影頻度　［時期］ 提出頻度

土質等の判別 地質が変わる毎に１回　〔掘削中〕

法長 １工事に１回　〔掘削後〕

巻出し厚 200ｍに１回　〔巻出し時〕

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１回　〔締固め時〕

法長

幅

工種
写真管理項目

掘削工
代表箇所

各１枚

盛土工
代表箇所

各１枚
１工事に１回　〔施工後〕

検査内容 検査密度

共通 土工 基準高、幅、法長
 200ｍにつき１箇所 （ただし施工延長
200ｍ以下の場合は２箇所以上）

工　　種 計測箇所 確認内容 検査頻度
｢7-1出来形管理
基準及び規格値｣

による

出来形管理図表
の実測値との比較

 1工事につき1管理断面
 （検査職員が指定する管理

断面）

工　　種

河川土工
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参考資料－２  基本設計データチェックシート及び照査結果資料 

       

 

平成   年   月   日 

                  工 事 名：              

                  受注会社名：              

                  作 成 者：            印 
 

 

基本設計データチェックシート 
 

項目 対象 内容 
チェック 

結果 

 １）基準点及び 

  工事基準点 
全点 

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？  

・工事基準点の名称は正しいか？  

・座標は正しいか？  

 ２）平面線形 全延長 

・起終点の座標は正しいか？  

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？  

・曲線要素の種別・数値は正しいか？  

・各測点の座標は正しいか？  

 ３）縦断線形 全延長 

・線形起終点の測点、標高は正しいか？  

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？  

・曲線要素は正しいか？  

 ４）出来形横断面 

   形状 
全延長 

・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？  

・基準高、幅、法長は正しいか？  

・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？  

 

※1各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 

※2受注者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料    

の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。 

・工事基準点リスト（チェック入り） 

・線形計算書（チェック入り） 

・平面図（チェック入り） 

・縦断図（チェック入り） 

・横断図（チェック入り） 

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることがで

きる。 

   なお、ここでいう「線形計算書」とは、第 3 章 第 2節（本要領 P14）に示すような

「法線の中心点座標リスト」等を指す。 

（様式－１） 
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・工事基準点リスト（チェック入り） 
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・平面図（チェック入り）（例） 

 

 

 ※法線の中心点座標リスト部分を拡大 

  （チェック入り）（例） 
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・縦断図（チェック入り）（例） 

 

 

 

・横断図（チェック入り）（例） 
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・横断図（重ね合わせ機能の利用）（例） 

 

基本設計データ 基本設計データと発注図面の重ね合わせ 
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参考資料－３  用語の説明 

   

本要領で使用する用語を以下に解説する。 

 

【出来形管理用TS】 

現場での出来形の計測や出来形確認を行うために必要な TS 及びそれに接続された情

報機器一式（データコレクタ、携帯可能なコンピュータ）のことである。 

【出来形管理用TSにおける各データの位置付け】 

出来形管理用TSで用いる各種データの位置付けを下図に示す。 

 

 

 

【基本設計データ】 

基本設計データとは、設計図書に既定されている工事目的物の形状、出来形管理対象項

目、基準点情報及び利用する座標系情報などのことである。 

【出来形計測】 

出来形計測とは、基本設計データを搭載した出来形管理用TS により計測を行うもので

ある。 

出来形計測は、基準点または工事基準点を用いて計測を行う。 

【出来形計測データ】 

出来形管理用 TS で計測した 3 次元座標値及び計測地点記号を付加したデータのこと

をいう。出来形計測データと基本設計データの対比により、出来形管理を行う。 

【施工管理データ】 

施工管理データとは、「基本設計データ」及び「出来形計測データ」のことをいう。 

【後方交会法】 

出来形管理用TS を工事基準点上でなく任意の未知点に設置し、複数の工事基準点を観

測することにより出来形管理用TSの設置位置（器械点）の座標値を求める方法のこと。 

【基本設計データ作成ソフトウェア】 

基本設計データを作成することができるソフトウェアの総称。 

【出来形管理データ（PDF ファイル）】 

「出来形帳票作成ソフトウェア」により作成する「出来形管理図表」のことをいう。 
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【出来形帳票作成ソフトウェア】 

出来形帳票の自動作成と出来形管理データ（PDF ファイル）及び施工管理データ（XML 

ファイル）の作成が可能なソフトウェアの総称。 

【基準点】 

測量の基準とするために設置された国土地理院が管理する三角点・水準点である。 

【工事基準点】 

監督職員より指示された基準点を基に、受注者が施工及び施工管理のために現場及びそ

の周辺に設置する基準点をいう。 
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参考資料－４  ＴＳ出来形管理の活用により期待される機能と導入効果 

 

二次元データから基本設計
データ作成

・設計寸法の再確認

受発注者の導入効果 現状機能

各業務におけるデー
タの統一

ＴＳによる施工管理 期待される機能

工事契約

契 約 前

・測量及び設計業務の実施

施 工 前

・設計図書の照査

（工事測量）

・施工計画書への反映

・工事基準点の設置

施 工 中

・出来形計測

・出来形管理、記録

施 工 後

・出来形管理資料の作成

・完成検査

（書面、実地検査）の対応

工事目的物の品質確保と業務の効率化
（基本設計データ作成による再確認）

TS活用による出来形計測の効率化

TS活用による帳票作成、検査の効率化

TSによる帳票作成

・自動作成

・転記ﾐｽ防止
出来形計測による横断図等
の作成
・出来形測定データの読込、

描画が可能
・数量根拠図の作成

TSによる出来形計測

・計測時間の短縮

三次元ビューの作成
・可視化による照査

が可能
・測量成果の読込、

描画が可能

測量から施工までのデータ統一化によ
る工事目的物の品質確保と業務の効率化

三次元ビューによる照査が可能

工事目的物の品質確保
（連続データによる確認が可能）

今後現状

完成図書の効率的な作成

取得したデータの利活用による維持管
理の効率化

・取得したデータの
利活用

 

 

 

 


